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消消防防法法がが改改正正さされれ、、一一般般住住宅宅等等にに住住宅宅用用火火災

警報器の設置が義務付けられました！！ 
 

警報器の設置が義務付けられました！！ 
 

 いつまでに設置しなければならないの？ 

 住宅用火災警報器の設置が義務付けられた理由 

 住宅用火災警報器とはどんなもの？ 

 住宅用火災警報器の設置場所 

 住宅用火災警報器の取り付け位置 

 悪質な業者にご注意！ 



 

 

新築住宅の場合は平成１８年６月１日以降に着工される住宅に設置してください。

現在お住まいの住宅は平成２０年５月３１日までに設置してください。 

 

いつまでに設置しなければならないの？
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住宅用火災警報器の設置が義務付けられた理由

これは住宅火災による死者数が建物火災の死者数全体の約九割を占め、そ

うち約七割が『逃げ遅れ』が原因となっているという現状から、火災を早

に発見し、寝ている人にも早く知らせて、被害を最小限にとどめることを

的としたものです。また、火災に気付くのが遅れ死亡した方の半数以上が

齢者であり、今後の高齢化社会での死者数の増加が危惧されるところであ

ます。 

このような傾向を踏まえ、火災による犠牲者を出さないために火災の発生

ブザーなどの音でいち早く寝ている人や近くにいる人に知らせる住宅用

災警報器を設置して頂き、死者を減少させるのが目的であります。 

既に、アメリカやイギリスでは一般住宅にも火災警報器が設置されてお

、設置義務後の死者数は約五割減少し、住宅火災による死者数の減少には

果的であり、必要不可欠なものとされています。このような経緯から、わ

国でも火災警報器の設置が義務化されたものです。 

 



 

 
 
 



 
 
 
 
市販されている火災警報器は、大きく分けて「煙」に反応するタイプ（煙式）

と「熱」に反応するタイプ（熱式）の２種類があります。また、煙式には光電

式とイオン化式があります。 

 

煙感知器 光電式              煙感知器 壁掛式 

             
 

注意 
 
 

※  イオン化式は設置が義務付けられる寝室や階段には設置できません。また、 

イオン化式は放射性同位元素を取り扱っているので、廃棄の際には法令で定 

められた処理方法が必要になりますので、販売店にご相談ください。 
 
 

 
 
住宅防火対策推進協議会http://www.jubo.go.jp/index2.html
 

住宅用火災警報器とはどんなもの？

全国の販売店が掲載されています。

社団法人 日本火災報知機工業会 http://www.kaho.or.jp/
 

http://www.jubo.go.jp/index2.html
http://www.kaho.or.jp/


  

  
  

住宅用火災警報器の設置場所

  

１ 平屋建住宅（就寝の用に供する居室が１室のみの場合） １ 平屋建住宅（就寝の用に供する居室が１室のみの場合） 
  

  

 
 

２ ２階建住宅設置例 
 

 （例１）就寝の用に供する居室が１階に１室のみ 
 

 

（例２）就寝の用に供する居室が２階に１室のみの場合 

 

 

 



（例３）就寝の用に供する居室が１階、２階に各１室の場合 

 
 

 

３ ３階建住宅設置例 

 

（例１）就寝の用に供する居室が３階の１室のみの場合 
 

 
 

 

（例２）就寝の用に供する居室が１階及び３階の場合 
 

 



（例３）就寝の用に供する居室が１階の１室のみの場合 
 

 
 

４ 一の階に７㎡以上の居室が５以上存する住宅設置例 

 （例１）就寝の用に供する居室が２階に１室の場合 
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（例２）就寝の用に供する居室が１階及び２階の場合 

 
 



 

自主努力

で設置 

自主努力

で設置 



 

 



 

 

 

 

住宅用火災警報器の取り付け位置
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悪質な業者にご注意！
火災警報器を設置する場合には訪問販売等による悪質な業者とのトラブルに

意が必要です。 

悪質業者の手口の例》 

．「消防署の方（方角）から来ました。各家庭に火災警報器を付けなければな

りません。」等と言って売りつけたり、取り付けたりする。 

公的機関の職員が一般住宅を訪問して火災警報器を販売することはありま

ん。あたかも消防署員のような服装や言動で訪問し、勧誘する業者がいます。

防署、消防団が火災報知器などを売り歩くことはありません。また、特定の

者に販売を委託することもありません。業者の服装や言葉などにごまかされ

いように注意してください。 

．「火災警報器をすぐに取り付けなければならない。」「この警報器でなければ

ならない。」「全ての居室に取り付けなければならない。」等といって火災警報

器の設置をせまる。 

 「今だけ」「あなただけ」などと契約を急がせる業者には要注意。訪問販売

業者と契約するときは、その場ですぐに契約をするのではなく、本当に必

なものかどうかをよく考え、他の業者と見積もりを比較するなど、十分に

えましょう。 

 火災警報器は購入後の無条件解約の申出（クーリング・オフ）の対象とな

ています。「おかしいな。」と思ったら消費生活相談窓口にご相談を！ 

住宅用火災警報器に関する詳しいお問い合せ！ 

内灘町消防本部 予防課  ０７６－２８６－３３０１ 

http://www.pref.ishikawa.jp/shohicenter/

